
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
習
科
目
の
受
講
の
一
部
免
除
）

（
講
習
科
目
の
受
講
の
一
部
免
除
）

第
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

第
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

講
習
科
目
に
つ
い
て
当
該
科
目
の
受
講
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

講
習
科
目
に
つ
い
て
当
該
科
目
の
受
講
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

受
講
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

受
講
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

講

習

科

目

講

習

科

目

き
る
者

き
る
者

（
略
）

（
略
）

一

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三

（
略
）

一

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三

（
略
）

十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号

十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号

）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
建

）
第
二
十
七
条
の
三
に
規
定
す

設
機
械
施
工
管
理
技
術
検
定
に

る
建
設
機
械
施
工
技
術
検
定
に

合
格
し
た
者

合
格
し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）


